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衆
議
院
議
員
古
屋
圭
司
君
提
出
第
二
十
一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
大
会
選
手
団
派
遣
事
業
に
対
す
る
補
助
金
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
純
粋
な
役
員
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委

員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
第
二
十
一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
大
会
に
派
遣
し
た
役
員
（
日
本
代
表
選
手

団
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
日
本
代
表
選
手
以
外
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
は
、
百
十
一
名
で
あ
り
、
そ

の
内
訳
は
、
日
本
代
表
選
手
団
本
部
の
役
員
と
し
て
派
遣
し
た
、
団
長
一
名
、
副
団
長
一
名
、
総
監
督
一
名
、
本
部
役
員
二

名
、
第
二
十
一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
大
会
組
織
委
員
会
（
以
下
「
組
織
委
員
会
」
と
い
う
。
）
と
の
連
絡
調
整
担
当

一
名
、
本
部
員
八
名
、
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
タ
ッ
フ
四
名
、
報
道
機
関
と
の
連
絡
調
整
担
当
一
名
、
競
技
成
績
記
録
収
集
担
当
二

名
の
計
二
十
一
名
と
、
日
本
代
表
選
手
が
参
加
す
る
競
技
の
指
導
等
を
行
う
た
め
の
役
員
と
し
て
派
遣
し
た
、
監
督
（
チ
ー

ム
リ
ー
ダ
ー
を
含
む
。
）
十
五
名
、
コ
ー
チ
四
十
八
名
、
ド
ク
タ
ー
二
名
、
ト
レ
ー
ナ
ー
十
八
名
、
総
務
担
当
三
名
、
技
術

ス
タ
ッ
フ
四
名
の
計
九
十
名
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
選
定
基
準
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
委
員
会
か
ら
は
、
委
員
会
が
第
二
十

一
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
大
会
に
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
役
員
の
数
は
、
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
算
出
す
る
と
最
大
百
四
十
名
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
範
囲
の
中
で
、
委
員
会
に
お
い
て
、
日
本
代
表
選
手
団
は
、

礼
儀
を
尊
び
規
律
を
遵
守
し
、
活
力
あ
る
日
本
を
代
表
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
選
手
及
び
役
員
を
も
っ
て
編
成
す
る
と
の
方
針

に
基
づ
き
、
百
十
一
名
の
役
員
を
選
定
し
た
と
聞
い
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

役
員
は
与
え
ら
れ
た
職
責
を
全
う
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
が
、
委
員
会
か
ら
は
、
委
員
会
に
お
い
て
は
、
各
役
員
の

最
大
二
十
三
日
間
に
わ
た
る
活
動
の
内
容
を
網
羅
的
に
取
り
ま
と
め
た
資
料
は
作
成
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
お
り
、
お
尋
ね

の
「
現
地
で
の
各
役
員
の
活
動
内
容
の
詳
細
」
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

委
員
会
か
ら
は
、
委
員
会
に
お
い
て
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
等
の
国
際
競
技
大
会
に
お
け
る
旅
費
に
関
す
る
基
準

を
「
役
員
等
旅
費
規
程
」
及
び
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
等
派
遣
旅
費
規
程
」
で
定
め
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
役
員
に
対

す
る
「
渡
航
費
」
及
び
「
滞
在
費
」
」
と
し
て
は
、
交
通
機
関
の
料
金
と
し
て
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
の
航
空
運
賃
を
、
宿
泊
料

二



と
し
て
組
織
委
員
会
が
定
め
る
宿
泊
料
の
実
費
を
、
日
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
旅
行
日
数
が
十
日
未
満
の
者
に
対
し
て

は
総
額
一
万
円
、
十
日
以
上
二
十
日
未
満
の
者
に
対
し
て
は
総
額
二
万
円
、
二
十
日
以
上
の
者
に
対
し
て
は
総
額
三
万
円
を

支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

委
員
会
か
ら
は
、
役
員
に
係
る
旅
費
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
精
算
の
手
続
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
聞
い
て
お
り
、

現
時
点
で
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

民
間
ス
ポ
ー
ツ
振
興
費
等
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
等
に
基
づ
き
、
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
る
補
助
事
業
等
実
績
報

告
書
等
の
書
類
の
審
査
等
を
行
っ
た
上
で
、
補
助
金
の
額
の
確
定
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
現
時
点
で
お
尋
ね
に
つ
い
て

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


